
- 1 -

 CITIZENS FORUM 　     No.96

    for RENEWAL 　     　　　1998 年７月号
（社）行革国民会議　東京都千代田区麹町２－３　麹町ガーデンビル９階　電話０３－３２３０－１８５３　ＦＡＸ３２３０－１８５２

―　行革国民会議ニュース―

「これからの市民・企業・社会」

茂木友三郎（キッコーマン株式会社社長）

NOTE:ここにご紹介するのは、さる５月２９日に開催された市民立法機構第２回総会における茂木社長の基調講演です。

地方自治には草の根民主主義が不可欠

　現在、日本は転換期にあると言われていますが、

これから日本が世界の一流国家として存続してい

くためには、また国民に幸せをもたらすためには、

一体何が必要かを考えると、政治面では民主主義

を根付かせること、経済面では市場主義経済を根

付かせることだと考えています。

　まず、政治面で民主主義を根付かせるために必

要なこととは、私は地方自治を育てることだと思

います。私は、今から二十五年前、アメリカにキ

ッコーマンの工場をつくる時に、担当の課長とし

てアメリカの地方自治に接する機会がありました。

アメリカの中央政治と日本の中央政治を比較した

場合、アメリカが特にいいという感じは私はあま

りしていません。しかし、地方政治については、

私は残念ながら、アメリカが日本よりも数段優れ

ていると思います。なぜならば、そこに真の意味

の地方自治があるからです。そして、その上に、

民主主義というものが生き生きと活動していると

いう風に思うわけです。一方、日本はどうかと考

えますと、何か地方に行きますと、そういっては

悪いのですが、政治家の質について疑問を感じる

ことが多いように思われます。

　アメリカには地方自治があり、それが日本より

もはるかにいいから、地方の政治が優れていると

いうことですが、しからば、地方自治とは一体ど

ういうものだろうと考えてみると、私は地方分権

プラス草の根民主主義ではないかと思っています。

今、地方分権が盛んに議論されていますが、地方

分権だけでは地方自治は成り立たない、生まれて

こない。ただ中央の権限を地方に移しただけでは

地方自治にはならないのであって、それプラス草

の根民主主義がなければ駄目だと思います。

　それでは、草の根民主主義の基礎は何かといえ

ば、やはり私は市民意識だと思います。別の表現

をすれば、市民社会に対する人々の帰属意識です

が、そういう市民意識が草の根民主主義の基礎に

なっているのだろうと思います。

アメリカでの経験

　そこで、キッコーマンのアメリカの工場を作る

際の私の経験についてお話させていただきます。

私たちは、アメリカで醤油の販売をしています。

そして幸いにも、醤油と肉との相性がいいという

ことで、アメリカ人の間に醤油が普及しました。

アメリカ人の多くが醤油の中に肉をひたして焼い

て食べます。これをアメリカでは、テリヤキと言

います。日本で照り焼きといえば、魚の照り焼き

ですが、アメリカのテリヤキは肉のテリヤキです。

この肉のテリヤキで醤油の味を覚えたアメリカ人

が、その他の料理にも醤油を使い始めたというこ

とで、アメリカ人を対象に商売をしているわけで

す。よく日本料理ブームで醤油が売れるのだろう

と言われますが、事実はそうではなく、日本料理

に使われている醤油は大した量ではありません。

　こうして、アメリカ人がアメリカ料理に醤油を

使ってくれるという背景があって、私たちの醤油

の販売が比較的順調に伸び、昭和四五年（1970
年）ごろからアメリカに工場を作ろうという話が

出てきました。そして、調査の結果、海上運賃が



- 2 -

ゼロになることが非常に得だということで、アメ

リカに工場をつくる方がいいだろうという結論に

なりました。醤油という商品は、値段が比較的安

い割に重いため、売上に占める運賃の比率が高く

なります。だから海上運賃がゼロになるというこ

とは非常に大きなメリットだったわけです。

　次に、アメリカの一体どこに工場をつくるのか

ということを検討し、最終的にはウィスコンシン

州の南部に工場を作ろうということになりました。

アメリカの中央にミシガン湖という湖があります。

そのミシガン湖の南にあるのがシカゴで、ミシガ

ン湖の西にあるのがミルウォーキーです。ミルウ

ォーキーは、札幌・ミュンヘン・ミルウォーキー

で有名なビールの産地です。そのミルウォーキー

がある州がウィスコンシン州です。そのウィスコ

ンシン州の南に、私たちの工場を作ろうというこ

とになりました。なぜウィスコンシンにしたかと

いうと、全米に品物を運ぶのに便利だということ

です。それから醤油の原料というのは大豆・小麦

ですが、この入手に比較的便利だということで、

ウィスコンシン州が選ばれました。

　そこまでは順調だったのですが、いざ工場を作

ろうというところで、現地で反対が起こってしま

いました。最初は、私たちは日本の会社だから反

対されたと思いました。また醤油が比較的アメリ

カでなじみが薄いので反対されたと思いましたが、

事実は違っていました。私たちの工場の建設予定

地は、農業地帯の真っ只中だったのです。よって、

農業地にはいかなる工場の建設も認めないという

のが、反対の理由でした。なぜいかなる工場も駄

目かと言うと、要するに環境破壊が起こるからい

かなる工場もだめだというわけです。さらに、工

場が一つできると、次々に工場ができるに違いな

いから駄目だというわけです。もう一つの理由は、

これは万国共通ですが、農地を手放したくないと

いう農民の素朴な感情で、反対だというわけです。

　これは困ったということで、私たちは反対して

いる人達を説得しようということになりました。

私たちは、醤油の工場は公害がないということを

重点的に訴えました。それから、私たち醤油の製

造業は、大豆、小麦を使う農産業だという点です。

よって、私たちが成長すれば、農家の皆さんにも

プラスになり、農家の皆さんと共存共栄できると

いうことを訴えました。この二つのポイントで説

得を試みたわけです。最終的には地元の人は理解

してくれて、決定権のある郡議会で投票され、一

票だけの反対で採決されました。

　しかし、賛成多数で私たちの工場進出が認可に

なりましたが、この認可を得るまで二ヶ月半かか

りました。その過程で、私はアメリカの地方自治

に接する機会があったということです。

町議会での経験

　まず、私たちの工場進出を決定するのは郡議会

ですが、工場ができる町にも町議会があり、その

町議会に拒否権があるわけです。よって、郡議会

で認可されてから一月以内に町議会が拒否権を発

動しなければ自動的に進出が決定されるという仕

組みになっていました。そこで、私は町議会から

呼び出されて、出席しました。この町議会は、小

さな町なので、助役の家で開会するわけです。さ

らに、小さな町なので立法と行政が分離しておら

ず、町長が町議会の議長を兼ねていました。そし

て町議会議員が二人いて、三人でモノを決めるわ

けです。三人で決めるということは、町議会議員

が二人賛成すれば、それで決まり。二人が一対一

になると町長が決めるという仕組みです。また、

みんな仕事をもっているので、議会が開かれるの

は夜の七時からです。この町議会の議員は全て時

間給で、欠席すると給料はもらえません。こうし

て、夜の七時から十時まで議論をするわけです。

私は、それまではアメリカ人は愛想が良くてニコ

ニコしている人達だとばかり思っていましたが、

とんでもありません。まじめな顔で三時間ずっと

議論をし、私たちにもポンポンと質問がくるわけ

です。私は、弁護士と建設会社の人を連れて一緒

に行きました。どのような質問が出てきたかとい

えば、まず「お前のところは何人人を雇い、地元

では何人雇うのか」ときました。そして、「材料

はどこから来るんだ」、「原料はどこから買うん

だ」ときます。つまり、私たちが地場の経済を活

性化するかどうかを聞いているわけです。それか

ら「設備投資にいくらかかる」と質問されました。

これは、何を聞いているかと思ったら、固定資産

税がいくら入るかを聞いているわけです。それか

ら「利益はいくらでるのか」ということですが、

これは法人税がいくら入るかという計算の根拠に

なるわけです。それから「町の道路を工事期間中

壊さないか」、「壊したらあんたのところで補償

するか」というような質問もありました。こうし

た一連の質問に対して、私は答えていったわけで

す。また町議会の議員というのは、年輩の人達が

多く英語がわかりにくいのです。私がよく聞き取

れずに困っている時は、代わりに弁護士が答える

のですが、「お前に聞いているんじゃない、こっ

ちに聞いているんだ」と。三時間大分しぼられま

したが、これを私は聞いていて、採算計算して進
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出する我々と同様に、町も採算計算しているとい

う感じがしました。要するに私たちが進出するこ

とが、町にとって得か損かというメリットデメリ

ットをはじいているんだという感じを受けました。

それから、公僕という言葉がありますが、彼らは

まさに公僕だという感じがしました。特に、町長

というのはアパートの管理人という感じがしまし

た。要するに税金は管理費で、住民は店子だと。

だから町長というアパートの管理人は、税金とい

う管理費を店子である住民から集めて、その人達

に如何に快適な生活を与えるかということを常に

考えながら仕事をしているということを感じて、

私は大したもんだなと感心したわけです。それが

一つの経験です。

郡議会での経験

　それからもう一つの経験は、郡議会の公聴会に

出た時のものです。郡議会の裁判所の一室で公聴

会を開くのですが、それもやはり七時から十時で

す。それで郡の人たちが、三百人位集まりました。

私たちが一番前の席に座って、交代で説明をする

わけです。すると、今はそうでもありませんが、

当時の彼らは日本人の顔など見たことなかったの

で、私の顔を子供が見に来るわけです。「なんだ、

鼻も口もついているじゃないか」という感じです。

そういうわけでジロジロ見られたりもしましたが、

この公聴会は、郡議会の都市計画委員会が主催す

る公聴会です。それで、議長が賛成反対の質問を

交互にうけていきました。最初に指名を受けたの

は、農家の主婦でした。初めての様で、かなりあ

がっていましたが、「このまま農地に工場がどん

どん作られていくと、われわれ農民はロッキー山

脈のスロープを耕さなければいけなくなる」とい

う話をしました。少し大袈裟だとも思いましたが、

そういうことを農家の主婦が手をあげて堂々と発

言するわけです。これは大したことだと思いまし

た。それで今度は、それに対して反対の方はいま

せんかというと、手が挙がり、「あなたはおかし

い。ロッキー山脈までいかなくて済むはずだ。大

体アメリカには休耕地が沢山あることを知らない

のか。一つや二つ工場が出来たって、休耕地を耕

せば問題ないんだから、そんなあなたの取り越し

苦労だ」という反対意見がでるわけです。今度は

それに対して反対意見はありませんかと議長がい

うと、また手があがって、「そうは言っても、

我々の生まれ育った環境は、大変すばらしい環境

だ」と。確かに自然のきれいなところで、「この

自然の環境を、我々はやはり孫子の代に伝えて行

かなくてはならないから、工場ができるのには反

対だ」という反対意見が出るわけです。そうする

と別の人から、賛成意見が出るわけです。アメリ

カのウィスコンシン州などではアメリカが農業国

家だと思っている人もいますから、「そんなこと

を言ったって、我々の国は工業化が必然なんだ」

というわけです。「もし、工業化が必然ならば、

キッコーマンの工場は、聞くところによると、大

豆、小麦を使うそうじゃないか。我々と仲間なん

だから、それはいいじゃないか」という賛成意見

が出てくるわけです。いずれにしても、そういう

やりとりが三時間続けられて、時々私たちが説明

を加えるという感じでした。私がちょうど、終戦

の時に小学校五年生で、民主主義教育を受けたわ

けですが、一連のやりとりを見ていて、これこそ

が、私が小学校の五、六年、あるいは中学校の一、

二年で習った民主主義のルールだと感じました。

どういうことかというと、自分の考えを堂々と言

い、人が意見を言っている時は黙って聞く。聞い

ておかしいと思ったら、また自分の意見を言う。

そういうことを繰返しながら、最終的には、少数

意見は尊重しながら、多数決でものを決める。決

まったことについては、ガタガタ言わないで従う

というのが民主主義のルールです。それがまさに

生きているという印象を強く受けました。こうし

た地方分権プラス草の根民主主義、つまり地方自

治がアメリカの民主主義の安定感を増しているの

だろうと思っています。それが、結局アメリカの

安定性というものを作り上げているのではないで

しょうか。

企業と社会

　次に、アメリカでの企業と社会の関係ですが、

企業というものが社会の一員であるということは

当たり前のことです。むしろ、私の印象では、そ

れよりも一歩進んで、企業が社会の一員でしかな

いという、要するにワンオブザメンバーだと。そ

れ以上のものではないという意識がアメリカには

強いという感じがしました。だから、私は企業が

存続するためには、やはり良き企業市民にならな

くてはいけないのだと思います。言いかえれば、

その社会と共存共栄していかなくてはいけない。

このことを、このアメリカの地方自治に接するこ

とで強く感じました。それでは、社会と共存共栄

していくためには、どうしたらいいか。私は、具

体的には経営の現地化をするのが一番だろうと思

います。そこで、今、キッコーマンでは“経営

の現地化”を、現地工場の経営の柱にしていま
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す。

　具体的には、できるだけ地場の企業と取り引き

するということです。条件が違えば別ですが、条

件が合えば、できるだけアメリカの企業と取り引

きする。しかも、地元に近い企業と取り引きをし

ようというのが第一のポリシーです。第二のポリ

シーは、これはできるだけ現地の人を多く採用し

て登用しようということです。第三のポリシーは、

できるだけ現地に溶け込もうということで、日本

人駐在員をできるだけ分散して住まわせるという

ことをしています。第四のポリシーは、できるだ

け現地の活動に参画しようということで、私自身

もウィスコンシン州の名誉大使をしています。要

するに経営の現地化をして、現地の社会と共存共

栄しようということを今やっています。

　こうしたことに気づいたのは、工場建設の反対

を説得し地域社会と接触する過程で、企業が長期

的に存続するためには、どうしてもやはり社会と

の共存共栄を図らなくてはいけないということを、

つくづく感じたという結果であります。

官主導の経済から民主導の経済へ

　次に、経済面で市場経済を根付かせるにはどう

したらよいかということです。今までの日本の経

済システムが官主導の経済だったということは、

皆さんもご承知の通りです。要するに役所が資源

の配分を司る社会です。このやり方は、日本が欧

米にキャッチアップしようとする時代には、うま

く作動しました。なぜなら欧米に追いつくという

大きな目的があったからです。欧米にどうやって

追いつくかを優秀な官僚たちが考えて、資源の配

分を司りました。その結果、日本に高度経済成長

がもたらされ、日本は欧米に追いつき、フロント

ランナーの一員になりました。しかし、キャッチ

アップの時代が終わり経済が成熟化すると、官主

導の仕組みがうまくいかなくなりました。なぜな

らば、いくら官僚に優秀な人たちを集めても、大

きな目標がないために、どうやって資源の配分を

するか決める物差しがないわけです。そうすると

色々な問題も出てきます。目標がないので、資源

の配分が恣意的にならざるをえないからです。そ

れでは、どうするかということですが、やはり官

主導の経済から民主導の経済に移すということだ

と思います。

　民主導の経済とは一体どういう経済かというと、

言いかえれば、市場のメカニズムを通して資源の

配分がなされるということです。別の表現をすれ

ば、市場における自由な競争を通じて、資源の配

分がなされる経済です。これから二十一世紀にむ

かって、こうした民主導の経済、市場主義経済に

日本の経済システムを変えなければなりません。

しからば、この市場主義経済に変えるためには何

が必要なのかということですが、規制の緩和撤廃

がまず必要だと思います。規制があるということ

は、自由な経済活動を阻害することになります。

規制の緩和撤廃をすることによって、自由な経済

社会ができるわけです。

ルールと敗者復活の仕組みが大切

　しかし、自由だけを追求すると、やはり我侭な

人、勝手な人もが出てきて、世の中が混乱する危

険性がある。だから自由を追求するだけでは不十

分で、何かみんなが勝手なことをやらない、ある

いはわがままを言わないような仕組みを考えた上

で自由にすることが必要になってくるわけです。

それは何かといえば、一つはルールです。これは

スポーツと同じで、ルールがなければ試合になり

ません。だからルールをつくる。それからルール

をつくっただけではなくて、ルール違反があるか

どうかをチェックする機構もつくる。さらに、市

場の自由な競争を通じて、資源の配分がなされる

ので、市場が判断を下すことになります。そのた

めにも、市場が判断を下せるような情報開示をし

っかりするということです。さらに、自由な競争

経済ということになりますと、勝者と敗者が分か

れます。そこで、敗者がそれっきりになると不満

が世の中に充満して困るので、敗者ももう一度ト

ライできる敗者復活の仕組みをつくる必要があり

ます。こうした一連の仕組みをつくりながら、自

由な競争経済をつくっていくことが大切であり、

これこそが市場主義経済を根付かせるということ

になるのだろうと思います。

　政治と経済の話は普通二時間ぐらいの話になる

ところを、今日は三十分でやったわけですから言

い足りない点が多々ありますが、お許しを頂戴し

たいと思います。ご清聴いただきありがとうござ

いました。
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　これからの行革の課題と戦略

自由民主党行政改革推進本部事務局長

衆議院議員　　柳沢　伯夫

NOTE:以下にご紹介するのは、６月２４日の第１８回定時総会における柳沢事務局長（当時）の講演記録

です。この講演の１ヵ月後には橋本内閣は退陣し、また、柳沢議員は新内閣のもとで国土庁長官に就任さ

れました。そうなりますと、ここに披瀝された考え方が、自民党の行革推進本部にちゃんと継承されてい

くのかどうかが気がかりです。

これからの行革の方向と進め方について、私

どもの考え方を説明する機会を与えていただきま

して、心から感謝しております。これを契機とし

て、今後私どもに対する応援もしていただければ、

とお願いしておきます。

Ⅰ　行革の現状と今後への手掛かり

１　我々はなにをしているのか

　これからの行革を考えるにあたりまして、まず、

我々はなにをしているのかをしっかり把握してお

かなければならないと思います。国会の審議にお

ける答弁などを聞いておりますと、練達の先輩議

員ですからわざとあいまいにしているのかもしれ

ませんが、ひょっとしてご自分の頭の中が整理さ

れていないのではないかと心配になるときがあり

ます。それはともかくとして、我々は行革の名の

もとでいったい何をしているのでしょうか、これ

をもう一度確認しておきたいと思います。

政治・市場の復権

　一つは、政治と共同体と市場という３つのセク

ターの中で、まず市場、それから政治の本来ある

べき力を回復したいということです。この共同体

と市場というのは、西部邁氏が今月の『発言者』

の中でこういう区分けをしております。また、ア

メリカの著名なノーベル経済学者ロナルド・コー

スも同じように共同体と市場で世の中が動くと言

っております。そのコンセプトを借りて、あえて

言えば、政治と共同体と市場の役割分担について、

この問題は共同体の仕組みで解決すべきだ、この

課題は市場のメカニズムで対応すべきだと振り分

けをしていくのが政治だと捉えていいと思います。

そういう意味で、今までの言葉でいえば政官業だ

と思いますけども、その三つの中で政治と市場の

力が弱い。行革とは、その二つが本来もつべき力

を回復させることであるということです。

システムの転換が眼目

　したがいまして、行革の眼目はシステムの転換

が第一です。量的なスリム化、例えば小さな政府

ということをいう人が多いのですが、小さな政府

というのは結果がそうなればいいということで、

ある局面ではそうなるかもしれませんし、ある局

面ではならないかもしれない。たとえば行政を事

前統制から事後チェックに転換するといった時に、

ものすごいマンパワーが事後的なチェックのため

に必要になってくるわけであります。そういう意

味で、この小さな政府というのが、公務員の数を

減らすというような単純なことであるならば、こ

れは、そういうことも結果としてあるかもしれな

いという程度のことだととらえるべきだと思いま

す。あえて言えば、野党が公務員の数がいくら減

るんだという議論をしかけてきますが、これは今

回の行革の趣旨をまったく理解していないものの

言い分だと言わざるをえないと思います。

中央官僚支配システムの破壊

　そこでいま我々がやろうとしている行革の狙い

を、激しい言葉をいとわず言いますと中央官僚支

配システムの破壊ということになります。私自身、

そこに身を置いたものとして、この中央官僚の支

配あるいは統制のシステムをぶち壊すというのは、

身を切られるような話です。だから、霞ヶ関の役

人がいっぱいいるところではこういうことは言い

切れないですね。しかし、現実にはなんとしても

この中央官僚システムをぶち壊さないかぎり、さ

きほど言った、政治と市場の復権のためのシステ

ムの転換は実現されないということです。

２つの奇襲作戦と２つの常套作戦

　今回の行革の特徴は、奇襲作戦をとったという

ことが言えるのではないかと思います。これは役

人の側からすると、おっと驚くような局面からの
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攻撃でして、これには二つあります。一つは省庁

再編ということ、もう一つは政策の立案と実施の

分離ということです。これは彼らからすれば、や

や予想外の方向からの攻撃ではないかと思います。

このうち省庁再編は官邸が主導し、政策の立案と

実施の分離は党が担当しております。

　それからもう一つのカテゴリーは、二つの常套

作戦ということですが、これは規制緩和と地方分

権ということが同時に取り上げられたわけです。

ところで、このたび中央省庁改革の基本法が

成立しましたが、この基本法にこれらの改革の方

向が書かれ、一応網がかかったものですから、み

んな気持ちの上ではあらかた問題が片付いたよう

な気分にもなり、また、ちょっと厭戦気分にかか

っているというのが現状です。

２　基本法だけでは不十分

しかし、政府の中で特に実務をやっている連

中から、この基本法だけでは武器として十分では

ないという鋭い注意が私どもにありました。そこ

で一体どうしたらいいのかということを考えたわ

けですが、残念ながらもう一回霞ヶ関に対して戦

端を開くきっかけがない。唯一あったのが、今回

の参議院選挙の公約です。これが唯一、もう一度、

ひょっとして戦端を開くきっかけになるかと思い

まして、公約で少し踏み込んでみることを考えた

わけです。

公約による補強

公約による補強が成功したかというと、かな

り成功した部分もあるし、戦い空しく敗れかかっ

ているという面もあります。これは後で申します。

自民党の公約は、霞ヶ関との関係では、あそ

こに書かれるとやられちゃうぞということで、最

近では昔のようにいい加減には扱われなくなりま

した。私も、昔、公約をチェックする立場にいた

わけです。大蔵省主税局で仕事をしていましたの

で、税金関係の公約には逐一目を通して、こう直

してもらいたいと言って、なるべく抽象化しても

らったという経験があります。しかし、仮に少々

のことが書かれてあっても、それが直接霞ヶ関へ

の攻撃の武器として使われることはまずないとい

うことは暗黙の前提でした。公約はそれほどシリ

アスな問題ではありませんでした。ところが、こ

のごろは霞ヶ関も公約にこう書いてあるとぐいぐ

い押されるということが度重なっているので、か

なり公約に対しては真剣な取り組みをするように

なっております。このことはちょっと留意してお

くべきことだと思います。

ただし、本当にこれでもって戦えるかという

と、わが行革サイドとしてはもう少し力のあるき

っかけをつかみたいと思っております。しかし、

ともかくここまでつかんだのだということをご理

解いただきたいと思います。

推進体制

　そこで問題は、この公約でかなりのものを書い

たということを皆さんにお認めいただいたとして、

最終的にはこれをどうやって推進していくのだと

いうことになります。もう政府側はすでに体制を

作ったようですが、これについては、私ども意見

無きにしもあらずです。行革される側の人が入っ

ていたりして問題が多いとは思います。しかし、

それはそれとして、向こうは作ったということで

す。では、党は一体どうするのか。次の内閣改造

とか党人事のリシャッフルがあった時に、どうい

う人材をこれに配するのかが、今後の非常に大き

な問題だと思います。

Ⅱ　公約で補強したこと

１　公約は霞ヶ関向けの武器

さきほどから申し上げているように、今回の

参議院選挙における自民党公約の中の行革の箇所

は非常に風変わりな公約です。それははじめから

国民向けの表現でないからです。党内での公約の

審議の時に、「何だ。これでは国民向けにわから

ないではないか。」といわれたのですが、私は最

後までこれを押しとおしまして、「確かにそうで

す。もう少し短いパンフレットをつくる時には、

表現を直させていただきます。」というなことで、

実は霞ヶ関向けのものだということを一切伏せて、

これを通しました。

本当のことをいえば、国民は誰も公約そのも

のは見てはいません。これを見ているのは霞ヶ関

の人たちだけです。実に不思議なのですが、霞ヶ

関の連中だけが見て、国民は全然見ない。マスコ

ミの連中もこんな長いものは見ません。レジメを

寄こせと言って各党の比較をやっている程度で、

見ている人は誰もいません。見ているのは霞ヶ関

なんです。ですから、私は、始めからこれは国民

への公約でなくてよい、それはそれぞれが自民党

らしく勝手な熱弁をふるっていればいい、公約は

すべからく霞ヶ関向けの武器になるものだと割り

切って書きました。ですから、体裁も文言も、そ

れから中身の詳細さ、具体性もまったく他の章と

はトーンが違うものになっています。
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２　全体の組立

そこで、全体の組み立てですが、第一は行政

手法の転換です。さすがに、官僚支配の破壊とは

書けませんので、なんと書くかということで苦労

したのですが、あまり端的な表現ではありません

が、行政手法の転換ということにして、官僚支配

の放棄を迫るということにしました。二番目が、

縦の減量化。ここは何を言っているかわからない

と怒られたところですが、これは我々と霞ヶ関と

の間ではわかる枠組みがすでにできあがっており

ます。第三が横の大括り化。これは、皆さん容易

に想像がつくと思いますが、橋本総理が提唱され

た省庁再編です。

われわれは、中央官僚支配の破壊の手法とし

て、縦で分断していこうというイメージをもって

おります。民への権限の委譲と地方分権は当然で

すが、もう一つ、政策立案と実施の分離によって

政治が官僚の権限を取り上げるというのも、縦の

イメージで捉えられるのではないかということで、

縦の減量化というタイトルにしました。

最後に第四として公務員制度の改革。こんな

ものには当面、私はほとんど興味がないところで

す。政策立案と実施を分離すれば公務員制度は根

本的に変えざるをえないからです。そこでここは

差し障りのない範囲で書いておこうということで

書いたということです。

Ａ　行政手法の転換

ルールなどの明確化

　まず、行政手法の転換としては、要するにルー

ルの明確化、裁量の極小化、アフェクションの禁

止などいろいろあるわけです。

霞ヶ関の支配がどうして可能だったかという

と、要するに中央省庁には無定量の権限があると

されて、何でもできてしまうからです。行政によ

る処分が行われたときに、その処分に対して民間

の元気がいい人がその処分は不当だというと、他

のところで仇をうたれるわけです。江戸の仇を長

崎で討たれるから困りますということをよく言わ

れました。

現在は、そういうようなことが容易にできる

ように、いろいろなことで広い裁量が認められて

います。これを改め、ルールを明確にし、裁量を

極小化するということを公約に盛り込んでおりま

す。

それからアフェクションというのも同じよう

なことです。Ａのことでは便宜を図ってもらった

とするとＢのことでは我慢をさせられるといった、

およそ法治国家にあるまじき、つまり属人的に処

分の加減を決めてしまうということで、こんなこ

とは絶対にあってはならないわけです。これを禁

止するということです。

実施業務の客観化・自律化

それから、「政策立案と実施の分離」のもと

で実施業務の客観化をします。つまり、政策立案

の部局と実施の部局が離れた組織になると非常に

業務は客観化するわけです。特に私が考えている

ように、本省は政策立案しか行わず、国民に対す

る働きかけをするのは実施官庁を通じてのみ。実

施官庁の長官がどういう権限を持つかは政策立案

当局からの明確な指示がない限り一切できないと

いう客観的なルールの下におかれたら、裁量によ

る処分はあったとしても極小化されると思います。

そういうことで、この「政策立案と実施の分離」

は、行政を客観化、透明化することのためには非

常に大きな力を発揮するだろうと考えています。

それと同時に、英国ではサッチャーさんが行

政事務、つまり我々のいう実施事務ですが、これ

は何も役所がする必要がないのではないかという

非常に激しい議論をされました。要するに、全部

民間企業的な手法でかまわないのではないか、や

れるのではないかということです。あの人の頭の

中では民間企業の経営手法は善であり、官僚的な

行政手法は悪であるという前提があったようで、

われわれは必ずしもそうは思いませんので、それ

を全部習おうとは思いません。しかし、実施庁の

長官は、自律的に、いかに効果的かつ安い経費で

仕事をするかを考えるというやり方は取り入れた

い。たとえば刑務所も向こうではエージェンシー

（=独立行政法人）になっていますが、やはり脱

獄の件数はめっきり減ったそうです。それは、脱

獄なんかされたら長官がすぐにクビになってしま

うからです。

したがって、非常に明確な範囲の権限という

か目的の中で効率をあげてくださいとなれば、こ

れが可能になる。また自律的にいろいろな手段に

ついて考えてもらうことができるようになる。そ

ういうことが公約に書いてあります。

しかも、ここで強調しておきたいのは、「あ

らゆる法律・制度」をこういう方向に改革します

と書いてあることです。この宣言は、これから霞

ヶ関に対しては、かなり武器として使っていける

のではないかと思っております。
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Ｂ　縦の減量化

それから２番目の「縦の減量化」ですが、ま

ず民への委譲。

①　民への委譲

　民への権限の委譲ということですが、これは三

つほどあげてあります。

規制改革：もぐら叩き方式から通則による改革

まず規制の改革です。規制の改革については、

従来は「もぐら叩き方式」でした。つまり経団連

とか外国の大使館や商工会議所に、何か皆さん不

満なところを持ってきてくださいと申し出させて、

それをタネに役所にいろいろ揺さぶりをかけると

いうことだったのですが、この「もぐら叩き方

式」の結果、私どもは、規制全体のバランスがず

いぶん崩れてしまったのではないかと思っていま

す。

そこで今度の第３次の規制緩和３ヵ年計画の

頭のところに、通則的なものを入れました。そう

いうことを言ってきたのは総務庁ですが、全部自

民党の行革本部で手を入れまして、本当に嫌った

らしいほどいろいろと各省庁の規制行政を管理し

てやっていくんだぞということを書いてあります。

例えば、今度は規制はすべて総務庁に登録しろと

言ったんですね。つまり、現在の規制のすべて、

それと今後、規制を作ったり改めたりしたものは

全部登録させようとしたわけです。するとさすが

に自民党内の公約の審議の中で、総務庁は各省よ

りも偉いと思うなと怒り出した人がいました。本

当は偉いんですけど、そんなことももう忘れてい

るわけですね。それではどうすればいいんですか

というと、「登録」は嫌らしいから「報告」ぐら

いにしろと言うので、それならば「報告」で結構

ですと私はすぐ降りてしまいました。なぜなら、

報告でも同じことですから。こうして、今後は悉

皆的に総務庁で把握できる。だから、国会議員は

それを持って来いといえばいいわけですから、い

つでもそれを見て、それをもとに規制の改革がで

きるということです。

例えばそういうようなことで、具体的には中

身を見てもらえばわかりますからいちいち申し上

げませんが、「もぐら叩き方式」をいい加減やめ

よう。通則でもってきちっと体系的に改革を迫っ

ていくことにしたというのがミソです。

奨励助成の縮小

　第二番目の奨励助成。これは補助金だとか租税

特別措置とか政策金融ですが、これらを縮小する

ということが書いてあります。これは、経済産業

的なものと文化なり社会的なものと二つに分けま

して、経済産業的なものについては、絶対「サン

セット方式」にするということです。それを中小

零細企業とか農業向きのものとそうでないものを

分けて、それぞれ十年、五年のサンセット化のル

ールを入れるということが書いてあります。それ

から社会文化的なものについては、サンセットに

するといっても言うだけで終わってしまいます。

実際は社会文化的なものは常に必要だという事情

があるからですね。したがって、それについては、

今までのやり方でいいのかどうかの評価をもっと

やっていくということを書いたということです。

官業の改革

それから官業の改革ですが、まず、現業はご

存じのような結果になりましたので、あれ以上言

っても詮無いことだということで、この前の行革

会議の最終報告を繰り返しています。次に、財投

についても概ね同じであるのみならず、ここに来

まして、こういう世情を背景に、財投がかえって

活用されているものですから、我々が何か書こう

とすると精神分裂みたいになってしまう。ですけ

れども、現状では活用するけれども、基本的には

改革していくということはきちっと書かせていた

だいた。こういうことです。

【官庁の実施事務はすでにほとんど外部化】

特殊法人、認可法人、指定法人、公益法人に

ついては、行政の代行をしているものが多いわけ

です。特殊法人、認可法人、指定法人はもともと

そのためにそういう仕掛けをつくっているわけで

すが、公益法人という特別の指定もしていないも

のについても行政代行業務をしているものが実は

非常に多い。その結果、仔細に見ていただいた方

はお気づきかもしれませんが、霞ヶ関の中央官庁

を行政官庁と呼ぶのは今や全くの誤りです。我々、

自民党行革本部は、中央官庁の各課ごとの所掌事

務を全部調べあげました。もちろん、自己申告で

す。自己申告ですが、おそらくこんなことは初め

てで、行政学者には垂涎の資料だと思います。

こうして各課ごとに、今やっている仕事が企

画立案なのか実施なのか全部調べてみましたら、

90％が企画立案だったんです。したがって、霞

ヶ関にあるのは行政官庁ではありません。本来の

行政事務のほとんど全部を何らかの格好で外部化

している。外局は当然ですけれども、通常の事務

は大部分この特殊法人、認可法人、指定法人、公
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益法人に外部化しています。ある意味では、日本

の場合は、もう実体は、行政の企画立案と実施が

分離しているんですね。問題は、この政策立案当

局と実施当局との間で何が行われているか、二つ

がどういう関係にあるのか、さっぱりわからない

ということです。

【外部化の統一基準をつくる】

それからもう一ついうと、外部化しているん

ですが、外部化されている枠組みの法制、実施団

体の規律、効率化のための仕掛けが全くもって曖

昧模糊としている。要するに何の統一的な基準も

ない。思い思いにやっているというのは言い過ぎ

かもしれませんが、横断的に見る限り適当にやっ

ているとしかいいようのないルーズな規律の下に

あるということです。

私は佐藤孝行先生が特殊法人を改革するとい

う時に、実は反対した経緯があります。特殊法人

は特殊法人として改革した後、また独立行政法人

の制度を入れるいうのでは、いかにも朝令暮改に

なるということで、私は賛成しなかったのです。

まぁ、世論対策上、早く成果があがるものも取り

上げるべきだということから、中曽根元総理が、

佐藤孝行さんに特殊法人をやれと言ったらしくて、

熱心にやったんですね。しかし、ここの問題の本

質は、いま言ったことなんです。つまり、この新

しい企画立案と実施の分離にあたって、両者の関

係についてもっと透明性なり客観性を高めること、

その団体についてどういう規律が行われるかとい

うこと、業務についてどういう目標管理等の民間

企業的な手法が入れられるかということが問題で

あって、そのことは、特殊法人、認可法人、指定

法人、公益法人を通じて、等し並みに言わなけれ

ばならないことです。それを今度やるぞよと公約

した。

昨年暮れに閣議決定された特殊法人改革は、

やるのはやるんだけれども、今回、独立行政法人

制度というものを入れて、今言ったように企画立

案と実施を外部化しますと、国民の見ている前で

外部化が行われる。おそらく皆さん、霞ヶ関でそ

んなにまで実施事務が外部化されているというの

はわからなかったはずです。そういういい加減な

ことをやっているのをいい加減でないようにしよ

うということが大事なことでして、そのために全

面見直しするよということを、それぞれの項目に

書いてあります。

②　地方分権

次が地方分権であります。形式的な権限のこ

とは、西尾東大教授をはじめとする皆さんのご努

力で出来たということですが、橋本龍太郎さんは

もうちょっとやれと言っているそうですから、ま

ずそういうことが書いてあります。

分権委勧告は落第

しかしながら、分権推進委の勧告は実質的に

は意味がないというのが、自民党の結論でした。

講学上は大変な成果かもしれませんが、地方分権

ということの本当のねらい、地方に本当に仕事を

任せていこうということからすると、何と言って

も財政の方が大事なんですね。権限があると言っ

ても、その権限を行使するために補助金をもらっ

ているのではなんにもならない。補助金をもらわ

なくては権限を行使できない、補助金でもってそ

の権限の行使がいろいろ介入もされるし差配もさ

れるということですから、何と言っても権限と同

時に財政的な裏づけが伴わなければ、ほとんど意

味をなさないということが自由民主党で大きく批

判されたところであります。そこで、地方分権推

進委員会の勧告はどうだったかといえば、これだ

けでは落第ということです。完全に自治省のお先

棒担ぎという評価です。

交付税の縮小が鍵

真の地方分権を実現するためにどうすればよ

いかというと、要するに地方交付税こそが鍵だと

我々は思っております。地方税の拡充というのは、

地方分権推進委員会、すなわち自治省も大いに言

うんですね。しかし、自治省は、はっきりいえば、

本当に地方税が充実して地方交付税がいらなくな

ってしまうのは困るんです。

そういうことで、お手許のレジメには地方交

付税の縮小、透明化と書いてありますが、実際に

は公約にはこのようには書いてありません。原案

では書いてあったんですが、これは地行族、すな

わち自治省に戦争で負けてしまったんです。公約

には地方税プラス地方交付税という彼らが言う一

般財源あるいは固有財源の総額の確保が書いてあ

り、他方、そのうち地方税を拡充することが書い

てありますから、そうなれば必然的に地方交付税

は小さくなります。我々は、そこで、この表現で

交付税の縮小ということが書いてあることにしよ

うということにしてあります。

元来、地方交付税は地方団体間の財政調整措

置ですから、地方税が本当に足りないところに、
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どこからか財源をもってきて地方交付税として穴

埋めをしてやればいいのです。それが、実際は、

日本の３２３２の地方公共団体のうち、地方交付

税をもらっていないのは１０本の指で数えられる、

あるいは年によっては５本の指で数えられるなん

て、そんな財政調整措置はないでしょう。そうい

う全面的に必要となる措置は調整とは言わないわ

けです。私は静岡県の出身ですが、静岡県や浜松

市のようなところまで地方交付税をもらわなくて

はやっていけないような地方税制を、一体誰が仕

組んだのかということです。全くもっておかしい。

ですから、私は、地方税をもっと充実させろ、そ

うして地方交付税をもらう団体を少なくしろとず

ばり書いたんです。ただ、絶対これは許してもら

えなかったですね。この公約として出来あがった

文章では、今後よほど頑固に主張しなければ、

我々が言いたいことが書いてあるとはいえないと

思います。そういう状況で、ここは先ほど冒頭で

述べた補強があまり上手くいかなかったと、ある

程度言わざるを得ない個所ということになります。

補助金の限定

それから補助金の限定と統合化は、行革会議

の最終報告をめぐる戦争で、我々はかなり戦果を

上げたと思っておりますので、それ以上つつくと

薮蛇になってしまって、我々が後退させられるの

ではないかと思ったために、そのまま書いてあり

ます。

それでは、何が最終報告で書いてあるかとい

うと、例えば、一番大きなかたまりである公共事

業については、とにかく補助金というものは限定

しますよということです。補助金というものの最

大の問題は、誰が責任者かわからないわけです。

ルーチンな補助金というのは、ここでキャリアと

かノンキャリアとか言ってはいけないかもしれま

せんが、ノンキャリアの人たちの、何と言うか、

楽しみの一つですね。キャリアは新しく補助金を

つくるというようなところでは、いろいろ仕事を

やりますけれども、その配分についてはノンキャ

リアしかわからない。ノンキャリアだって本当は

わからない。ほとんど各県の東京事務所の人の意

見を聞いて決めてしまうそうです。私はこれは、

国民に対して非常に罪なことだと思います。

私はすべての事業を基本的に直轄事業と単独

事業に二分割したいのです。そうすれば、それぞ

れに責任の所在が明確になるんですね。補助金と

いう仕組みを使った途端に、責任の所在が不明確

になってしまうわけです。特にルーチンの補助金、

何年も続いている補助金、時には名前を変えるか

も知れませんが本質は何も変わらない補助金は、

垂れ流しになりがちなんですね。なかには新しい

補助金制度をつくったけれども、誰も手を挙げな

いからと押し付けてくる。そういうことは皆さん

もご存知だと思うんですが、そういうのをやめま

しょうということです。

必要な直轄事業は増やす

しかし、補助金が全く無くていいかというと、

そうではないんですね。例えば直轄事業。私は直

轄事業をもっとやるべきだと主張しているんです。

これは一つは国会議員が全くやることが無くなっ

てしまうのを恐れているという事情もありますけ

れども、もう一つ、まじめな話、もっと国の決定

でやらなくてはいけない事業が、なおざりにされ

ていると思います。例えば、ハブ空港、ハブ港湾

が遅れたのはなぜか。これも手挙げ方式でやって

いる。例えば空港の建設です。空港なんて、わず

か 37 万平方キロメートルの土地を考えれば、な

ぜ国がこことここに造れと出来ないのか。成田空

港であんな大火傷をしたというか痛い目にあって、

中央官庁の役人がみんなシュリンクしちゃった。

それで手挙げ方式になって、地元とのいろいろな

摩擦だとか揉め事をおさめることは、お前さんが

やれ。お前さん、手を挙げたじゃないかと、こう

いうことです。反対勢力と相対峙することを絶対

嫌がっています。もう戦争が嫌いになっている。

正しいことを説得していこうという気概もなく、

ただ威張っているだけということです。

そもそも私は、中央官庁はかつての私も含め

てなによりも、端的に言うと能力がない、能力が

ないくせに威張りたいだけは威張る、こんなもの

は日本国から絶対追放しなくてはだめだと固く信

じております。だから、なんとしても補助金改革

はやらなくてはいけない。逆に直轄事業をもっと

本当はやらなくてはいけない、こう思っているわ

けです。

話を分かり易くするためにいろいろなものを

捨象してズバリ言いますが、川は複数県を流れま

すと直轄事業の対象になります。一級河川の直轄

部分です。道路もそうです。一つのシステムでネ

ットワークですから、ここは直轄ですということ

を言うんです。しかし本当は面についても、我々

は直轄事業があってもいいと思うのです。パイロ

ット的なもの、先端的なまちづくりは、やはり直

轄事業でやるべきなんですね。日本の都市工学者

や社会工学者も含め、日本人の知恵の粋を集めま

したよというものを、直轄でやってもらいたいん

です。それをやった場合に、関連する地方公共団
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体にいろいろサボられちゃうと投資効果があがっ

てきませんから、直轄事業の投資効果をあげるた

めに、早くやってもらいたい、タイミングよくや

ってもらいたいという時には、少し補助金を出し

てやらないと無理でしょう。こういう補助金はあ

る。私どもは、補助金をそういうものだけに非常

に限定したいということです。その反面一般のル

ーチンの補助金をやめたいといったのです。しか

し何としても農林族が言うことをきかずに、私も

農林族なんですが、せいぜい表現できたのが統合

補助金なんですね。原案には本当は特定交付金と

書いてあったのですが、交付金だと自治省に取ら

れちゃうから嫌だということで、行革会議の最終

報告では統合補助金という名称になっています。

結局いつでもそうなんですね。つまり、霞ヶ

関は、俺たちが権限を手放して地方に行くのなら

まだ我慢ができるけれども、それが自治省に取ら

れるなんて許せない。同じ中央官庁なのに、なん

で俺たちが自治省に遠慮しなければいけないのか

という考え方があって、やはり交付金というのは

受け容れられないわけです。そういうことではあ

りますが、補助金の限定化と統合化ということは

行革会議の最終報告にちゃんと書き込んでありま

す。これを公約で踏襲しております。

地方債発行の自主性拡大

それから地方債発行の自主性拡大。これは私

どもが大論争したところなんですが、私は地方債

をアメリカのインダストリアル・レベニュー・ボ

ンドとか、あるいはアーバン・ディベロップメン

ト・レベニュー・ボンドみたいに市場で発行する

ことにしたら、それを格付け会社が格付けするん

ですね。地方公共団体の一般地方債でもそうです

が、格付け会社が格付けして、現在の財政力は高

いけれども首長の能力に問題があるからこれは

BBB だとか、財政力は低いけれどもかなり面白

い首長さんだからこれは AA にしておこうという

ことが起こる。そうすると、何で隣の町は AA な

のに我々の方は BBB で金利が高いのかとなり、

首長が悪いからだよというのが噂になれば、すぐ

首長はクビになるでしょう。そうなると物凄く地

方は活性化するだろうと思うわけです。

しかし、地方債を格付けしろと言っても、み

だりに補助金をもらっているのでは、格付け会社

は格付けのしようがないわけです。交付税でも同

じです。ですから、本当に地方税でやる、あるい

は補助金なんかは国の都合で持ってくるものだと

いうことにすれば、地方債も格付けできます。そ

うなれば、私はもっと地方自治が住民の関心を掻

き立てるでしょうし、首長もまなじり決してそれ

ぞれの地方自治の経営にあたるだろうと思うわけ

です。そういう改革らしい改革が全く分権推進委

員会の勧告には書いてないんです。何を見ていた

かといいたくなります。私、神野さん（主査：東

大教授）に言ったんですね。これでは困りますよ

と。すると諸井さんから実現可能なものにしてく

れと総理から言われましたからねえ、という答え

が出るわけです。あの一言が地方分権委員会では

効いてしまったようです。

市町村合併

市町村合併については、地方分権推進委員会

が地方制度調査会にボールをあずけましたので、

そちらの答申に書いてあります。書くにあたって、

自民党が意見を申しました。その意見が今度の公

約にはそのまま書いてありますが、地方制度調査

会の答申のほうは、また自治省がいろいろ手を入

れて、都合の悪いところはまたマイルドにしてい

ます。

公約にはいろいろ書いてありますが、一番の

問題は、市町村が合併できるのに合併しなくても

やっていけるような地方交付税とは何だというこ

とです。私は、地方交付税の改革を提唱していま

すが、仮に今の状況を前提にした場合、本当に立

地的にも合併してくれるところがないという気の

毒なところもあるわけです。そうでなくて、合併

しようよという声をいっぱい掛けられる。ところ

が合併しない。それは自分のところで税収があが

るということではない。とにかく議員が減るのは

嫌だ、首長が減るのが嫌だということで合併しな

い。そんなところにも、いまのままでやっていけ

るように交付税がいくんです。

この点については、自治省の中に二派あるそ

うです。つまり、静態的交付税論と動態的交付税

論というものです。静態的交付税論は鎌田要人先

生が主唱者です。動態的交付税論は、宮沢弘先生

が主唱者です。ダイナミックに、合併できるのに

合併しないでもやっていける交付税は本来あって

はいけないということを言うのが動態的交付税論、

それに対して、交付税というのはそういうものじ

ゃない、現に存在する県や市町村がちゃんとやっ

ていけるためのものが交付税ですというのが静態

的交付税論です。この両派が争って、その結果、

「小規模市町村に対する交付税措置については、

算定方法の簡素化（注：さきの自民党意見書では「簡

明化」という表現となっている）を進めるとともに、

合理的かつ妥当な行政水準を確保する見地から、

そのあり方を見直す」という文章が生まれたわけ
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ですが、この文章は何が書いてあるかわからない。

自治省はこれで動態的になると読めるというんで

すが、どういう風に読めばこの日本語がそう読め

るのかわかりません。ひどい文章ですけれども、

そう読めるそうですからそうやってくれるでしょ

う。

地方行革

　それから地方行革について、議員の数をどうし

ろ、首長の多選をどうするという議論がいろいろ

あるんですが、そんなことはほっとけというのが、

私の考えです。そもそもそんなことを言うことが

地方分権に反する。自分が調達できる地方財源で

自律的に地方自治体の経営をしていくというのは

当たり前なんですね。だから何も上から言うこと

はないというのが私の考え方です。私は基本的に

は地方行革はどうぞご随意にやってください、こ

ういう考え方です。

③　政治主導の確立

3 番目には政治主導の確立ということです。こ

れは冒頭にいいました政策の企画立案と実施の問

題のもう一つの面です。この件については、かな

り公約に書きこみました。本省は政策立案機能に

純化し、実施事務は分離してもう本省は一切やら

ないと書きました。まぁ、できるだけとか原則的

としてとかいう文言は入れられてしまいましたけ

れど、基本はそういうことです。

課を廃止しプロジェクトチームにする

　その結果どういうことになるかというと、本省

は課室制を原則廃止することになります。つまり

課とか室が存在するというのはなぜかというと、

ルーチンの仕事が存在するということです。とこ

ろが、政策の企画立案なんてルーチンな仕事があ

るわけがないのです。問題が起こったときに、そ

れに対応して政策をつくればいいのであって、ル

ーチンな仕事は無いのですから、蜘蛛の巣みたい

に餌がかかるまで待っている、そんな課や室など

は必要ない、その代わりに分掌官制にするという

のが私どもの考え方です。

分掌官制にするというのは、総務庁でいえば

管理官、大蔵省でいえば主計官というようなこと

です。主計官も何々係といって外から見ると固定

的に見えることも確かですが、現実に主計局長は

どういうことをやっているかというと、問題ごと

にこれはお前やれと主計官を振り回しているので

す。基本のベーシックな根雪みたいなことはある

程度固定的にやらしていますから、これはルーチ

ンの部分です。しかし、カレントな問題について

対応するのは、人を見てパッと指名するのです。

中央省庁の本省（内局）には、これからはそ

ういう主計官とか管理官というように、何々官と

いうのを置くわけです。そして問題が起こったら

何々官がプロジェクトチームを組むわけです。す

でに通産省は課室制をとりながら、これをやって

いるそうです。課長は自分の部下の課長補佐が、

何とかプロジェクトチームに入っているのを知ら

ないことがあるそうです。局長が勝手にやってし

まうからです。これは、組織論的には問題だと思

うのです。我々が言っているのは、組織的にも整

理して企画立案であれば課室制をやめよう、必要

は無いということです。局長は分掌、守備範囲を

明らかにしておかなくてはいけませんから、局は

やはり必要でしょう。しかし、課などはおよそ必

要無いというのが、我々の考え方です。

　この辺のことは行革会議の最終報告書にも書い

てあるし、さらに今回の公約にもはっきり書いて

あるんですが、何でマスコミの人はこれを取り上

げないのか不思議です。こういったことが本当に

実現されれば、革命的な改革で、私は場合によっ

ては、横の大括り委譲の影響をもつと思います。

ところがマスコミの人は課室制だとか分掌官だと

か、全然わからないようですね。わからないから

報道もしない。それで自民党の行革なんて甘っち

ょろいと、およそ中身を知らずして批判ばかりす

るという状況です。

本省と外局・独立行政法人とは緊張ある関係

本省は企画立案に純化し、実施事務は外局と、

独立行政法人によって処理することになります。

この外局、独立行政法人と本省とは緊張ある連携

関係になります。自民党内の論議では緊密な連携

にしてくれというのですね。しかし、緊密に連携

したのでは駄目なんです。客観性と相背馳するわ

けです。ですから、私は緊密の「緊」を活かして

「密」を「張」に変えたのです。本当は私は連携

は必要無いと思っているのですが、ただ、実施庁

の長官に対して大臣はこの仕事をしろと、フレー

ムワークアグリーメントとイギリスでは言うそう

ですが、そういうフレームワークの指示や予算も

出しますから、連携という言葉は活かそうという

ことになりました。しかし、あくまでもそこに緊

張関係がなければ客観性は保てませんよというこ

とを言っているわけです。
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政策立案と実施との分界

それから、公約では政策立案業務と実施業務

の分界ということについて、特に触れてあります。

それはどういうことかといいますと、政策立案業

務というものは大所高所から考えるもので、実施

業務がどうなっているからこうなっているからと

いうことに影響されては駄目だという考え方をも

っています。つまり、霞ヶ関は実施業務から上が

ってくる情報をもとに次の政策を考えると言って

いますが、そんな必要はないと私どもは言ってお

ります。そんな実施官庁から情報を上げなくてい

い。実施官庁がやっていることの当否は、国民が

判断するだろう。そして情報は国民から企画立案

当局に上がってくるだろう。こう迂回させない限

り、お手盛りになってどんどん肥大化することに

なります。ですから、私は、この連携というのは、

本当に注意深く言わなくてはいけないと思います。

実施業務から情報なんて上げなくてよろしい、国

民から上がってくればいい。それを大所高所から

判断して手を打つということをしないと、やめな

くてはいけない仕事をいつまでも続けることにな

る。どこかをいじれば少しはよくなる実施業務も

あろう。そんなことに満足して、大所高所の判断

から離れた、実施に癒着したような企画立案事務

はもう必要ないと、私どもは言っているのです。

しかし、霞ヶ関は、実施事務から情報が上がらな

くては仕事ができませんというわけです。そんな

ことで仕事ができない構想力の乏しい人間なら辞

めてもらいたいというのが、私どもの言い分なん

です。

　特に、個々の補助金についての事務は、最終的

には少しは残らざるを得ない、あるいは過渡期に

は相当残らざるを得ないということですが、それ

では、どこで補助金業務を区切るかが問題なんで

す。今回、わざわざ公約の中に実施要綱の策定だ

けは企画立案事務として認める、しかし、実際の

個所付けと称するような交付決定の事務は、あく

までも実施事務だと書いておきました。この辺り

は霞ヶ関がどう思っているかわかりませんが、生

き残ったところです。

Ｃ　横の大括り化

次に横の大括り化ですが、これは官邸主導の

案件ですから、公約には基本法をそのまま書いて

あります。ただ、大括り化を成功させるためには、

国土交通省のように巨大官庁ということで恐れら

れておりますが、こういうものが収まりよく収ま

るには、先ほどいったように地方分権をもっとき

ちっとやらなくては駄目だし、補助金についても

限定的にやらなくては駄目だと思います。補助金

の交付決定も外局の地方支分部局にまかせるわけ

ですから、内局の企画立案部局に属する地方支分

部局なんて必要ありません。地方支分部局は、あ

くまでも実施事務を担当する外局の、あるいは独

立行政法人の地方支分部局になるわけです。そう

いう形にしないと、あのお化けみたいな７兆も９

兆も補助金を配る金配り官庁が出来てしまうとい

うことです。

Ｄ　公務員制度改革

次に公務員制度の改革ですが、企画立案事務

が内局で行われることになると、内局の国家公務

員とはいかなるものであるかということを考えな

くては駄目です。今みたいに東大法学部を出て公

務員試験に受かって入ったら、コピー取りをやっ

て、それでたたき上げて一人前に育てていく、そ

ういう係員だとかは、内局には必要無いんです。

外部から出来合いの人材を持ってきて、この仕事

をやれといえばいいのです。ところが、いまの公

務員制度の改革は、まだ現状の内局の職員のあり

方を前提としていますから、こんなものは私は勝

手に書いておけということにしたわけです。

自治体への出向の見直し

それでは、公約で魂の入っているところはど

こかというと、地方自治体との交流のところです。

大体、建設省も自治省もそうなんですが、不思議

なことに、採用の時から地方に行く要員を採用し

ているんですね。自治省なんて本当に小さな官庁

ですから、自分たちのところを賄うだけならばあ

んな人数を採用する必要はないんです。ところが、

始めからどこかの県の総務部長に入れるとか、財

政課長に入れるとか、場合によっては副知事に入

れる人間まで勘定して採用しています。「うちに

は人材がいるから向こうが欲しがるんです」など

と偶然の受給の一致みたいに言ったって、それは

ウソで、はじめからそのつもりなんです。

本当にこれはとんでもないことだということ

で、私どもは地方への出向を前提にした採用を行

わないと公約案に書いたら見事に削られました。

結局、そこで「対等な交流」となりました。対等

な交流とは何だというと、中央も地方も定員いっ

ぱいの採用をしている。それを交流するんだとい

うんです。こっちから行ったら、その分向こうか

らもらって、その定員を確保するという形でやる

というのです。「対等」ということにそんな立派
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な意味がある、あるいは「適正」ということにそ

ういう立派な意味があるということで、最終的に

は、「対等・協力の関係を基本として適正な人事

交流に努める」ということになったのです。しか

し、自治省が毎年２０人も採るのはおかしいじゃ

ないか、どこで使うんだということをこれからち

ゃんと批判してもらわないと、いつまでたっても

自治省による地方公共団体支配は終わらないと思

います。

Ⅲ　今後に必要なこと

補助金改革から政治改革へ

　そこで今後に必要なことですが、まず、ルーテ

ィン化した補助金の廃止。先ほどいったルーティ

ン化した補助金は、さしたる政策的判断もなく行

われているんです。これを廃止するとどうなるか

というと、これは利益誘導政治の改革です。代議

士が補助金もらってきてやった、ありがとうござ

いますというのが少なくなるわけです。そうする

と、どうなるかというと、政権党が強いとは限ら

なくなります。そうすれば選挙制度も変わるでし

ょう。例えば比例ということになっていくと思い

ます。そうして、政党が国政上の政策を争うとい

うことに繋がっていくんです。さらにいえば、そ

れが政治改革につながります。政党主導の政治を

やらなければ、次の選挙で負けてしまいます。大

臣を一年交代するという馬鹿げたことは止めなけ

れば政権党はもちません。大臣が毎年のように、

近頃は１０ヶ月交代のようですが、そんなことで

は次の選挙で票はとれません。本当に今後は能力、

識見、実行力そういうものがふさわしい人が大臣

になっていくという政治改革までいくのです。行

革とは、そういう大きなビジョンを持って、これ

を明確に認識してやらなければ駄目だということ

を言いたいのです。

企画と実施の分離による公務員の政治任用増加

本省の政策立案業務を純化するとなりますと、

当然のことながらポリティカル・アポインティ

（=公務員の政治任用）が増加します。つまり本

省の役人とは何かといえば、政治家たる大臣の企

画立案をみんな集中的に補佐をするということで

す。他にやることはないんです。実施事務をやっ

ていますという言い訳は成り立たなくなりますか

ら、そうならざるをえない。そうなると、ポリテ

ィカル・アポインティに当然なってきます。これ

はアメリカもそうです。フランスはエナルクがそ

うですね。これはチームを作っています。大臣と、

政治家にコネをもつ官房長、それから官房長のコ

ネの下にエナルクの卒業生がチームを組んで移動

していくんです。

私は、今、厚生委員長をやっています。この

間ドイツ保健省の次官が来たというので会いまし

た。あなたは医者かというと、とんでもない。薬

剤師かというと、とんでもない。あなたは厚生省

で経験を積んだのかというと、とんでもない。私

は大統領府から派遣されたんです。こういうので

すよ。次官を７年やっているそうです。つまり、

医療保健の制度が本当に破綻しそうだということ

になると、大統領は自分の目の効く範囲でこの男

が能力があるとなると、次官に送り込んでくるの

ですね。それで厚生省の次官を７年もやっている

んです。日本は次官は毎年交代しています。大臣

が交代すれば、それに負けず劣らず交代している

わけです。それもずっと下から上がって来た人。

下から上がって来た人なんか、それこそ原敬じゃ

ないですが、なにも思い切ったことはできません。

原敬が総理大臣になった時に言ったそうじゃない

ですか。俺は総理大臣になるのが遅すぎた、しが

らみが多すぎて本当に思うことはできないよと。

こういうことですね。ずっと下から上がってくれ

ば、しがらみがいっぱいになりますよ。思いきっ

たことができない。だからドイツでは保健省の事

務次官が大統領府派遣です。農林省の次官もそう

ですよ。こういうことはあまり知られていません

が、おそらくこれから日本もそういうことになっ

てくるだろうと思います。政策立案というポリテ

ィカルな仕事を担当するのですから、当然のこと

です。

交付税縮小から道州制へ

また、地方交付税の縮小というのは、先ほど

言ったように平均より弱小団体に限定することに

なります。それで地方税を増やします。地方税を

どうして増やすのかと問う人もいますが、私は私

の考え方があります。これは税金の議論になりま

すからここでは深入りしませんが、そうすると、

交付税をもらっている団体は、当然自治省からい

ろいろ言われる。交付税をもらっている団体は、

今の管理団体と同じです。財政が悪くなって管理

団体になるのと同じで、何の事業も自分でできな

くなるというステータスになっていくと思います。

そんなステータスは、さすがに今の制度の下でも

脱却したいと地方団体はみんな努力しますね。あ

れと同じで、おれも不交付団体になりたいと、頑

張ると思います。そうすると、そういう市町村で
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合併が起こるのは当然ですが、県だって交付団体

ではやっていかれないということになります。た

とえば、島根と鳥取が合併したらどうだ、あれは

貧乏県同士だから駄目だという議論になる。そう

すると島根なり鳥取なりは、山陽のどこかの県に

救ってもらおうと、必死に交通だとかを考えるよ

うになると思います。惨めな管理団体になったら

面白くないからですよ。そういうことを通じて、

初めて道州制も視野に入ってくるのではないかと

思っています。

改革への覚悟はあるか

つまり、例えば、ルーティン化した補助金の

廃止だとか、本省の政策立案業務への純化だとか、

地方交付税の縮小だとかというようなことは、こ

のくらいの広い射程を持っているんです。そうい

う射程をもったところのものを、全体としてきち

っと認識していく。それでそれに燃えるような信

念と情熱をもっているという人がいるかというこ

とです。先ほどは、私は推進体制がどうのこうの

言いました。しかし、私は器の問題よりも、その

当事者が本当にそういう明確なビジョンを持って

いるか、日本国の改造のための明確なビジョンを

持っているか、その大きいビジョンへの取っ掛か

りでやっているんだという認識があるかが問題で

す。そういうことについて認識を持ち、かつ、そ

れに対して信念と情熱を持つということでないと、

これはなかなか進まないだろうと思います。

まあ、こんなことを考えている人間もおりま

すので、どうか自民党を見捨てないで、応援をし

ていただくようにお願いして、私の話を閉じたい

と思います。どうもありがとうございました。

質疑応答
（屋山）行革会議の報告から改革基本法への過程

で、財投については全部機関債にするとかいう話

がありましたね。それから郵便事業に新規参入が

認められるかのごとく印象だったんですけど、ど

うなっているのか、その 2 点をうかがいたいと

思います。

（柳沢）機関債を認めるということも当然ありま

すが、機関債が出せない財投機関もあります。そ

のために財投債を出すことになっております。し

たがって我々の公約にも基本的に資金調達はそう

いうことでやっていこうと書いてあります。

　第 2 番目の郵便事業に対する新規参入につい

ては、検討するということに最終報告でなってお

りまして、これは我々が書いたか忘れましたが、

基本的にはそれをなぞらっているということです。

最終報告も検討するということです。ただ、これ

を早期にと書くか書かないかという問題があった

と思いますが、これはどうなっていましたでしょ

うか。

（司会）公約では、郵便については一切触れてい

ません。

（柳沢）　何もないなら、書かないほうが安全だ

と思ったのでしょう。これは、もう最終報告にあ

るからいいだろうということで、決して後退した

わけではありません。

（大和田）最後の話で道州制というのが出ていま

したが、このコアになる部分として何かお考えで

しょうか。

（柳沢）この議論は、主としてこれまで経済界か

らあったわけですね。特に河川の管理と絡んで、

道州制がよく言われたと我々認識しております。

しかし河川の管理から道州制をもっていくのは容

易なことではありません。つまり、道州制という

のは、面白おかしく言うし、経済界の人も言うこ

とが無くなれば道州制でもぶっ放しておこうとい

うことだと思うんです。つまり、大変失礼かもし

れませんが、現実的な必然性みたいなものをきち

っと論じているのを、これまで私見たことがあり

ません。しかし、今私が言ったように、交付税の

交付団体と非交付団体という位置づけが非常に変

わってくるということの中で、議論にならざるを

得ない。

　我々は今まで、県の合併なんて止めておこう、

少なくともとりあえず市町村合併にとどめておこ

うということで、公約には一切道州制なんて書い

てありません。こんなものは言ったっても、ただ

世間を騒がせるだけで国民を惑わすだけだという

ぐらいにしか思っていません。しかし、本当に交

付税が改革される、自治省が腹を括って、自分の

人員を副知事にしたり総務部長にするのをあきら

める、本当に自主財源である地方税を中心に考え

ていくということになった場合には、この地方税

だけでやっている団体と、交付税をもらっていろ

いろ上から言われる団体とは様変わりするだろう

と思っているわけです。そういう中で、やはり自

分らも自分らの思う地方行政をやろうということ

になれば、県の合併のインセンティブも出てくる
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のではないかということを考えているだけです。

コアは何かといわれれば交付税、財政面です。

（五十嵐）自民党にとって、公共事業の改革は最

大難しいテーマではないかと思います。公共事業

に当てはめますと、企画と実施部門の分離、地方

分権を含めて非常に難しいと私は見ているんです

けれども、党内ではこれはどう議論されているの

でしょうか。国土交通省を含めて教えてください。

　2 番目は、これを含めまして自民党の公約は、

行政改革全体が２００１年１月１日をターゲット

にして進められるわけです。こういったことを、

その時までに総がかりでやるというのは、時間的

限定を考慮してやっているのでしょうか。

（柳沢）公共事業の補助金については、確かに難

しいです。先ほど農林の話も出ましたが、建設省

も似たり寄ったりです。役人のメンタリティ、そ

れからその役人と共同歩調をとっている議員のメ

ンタリティ。ただ、建設省の出身の大物の政治家

の中にも、やはり改革すべきだという方もいます。

非常に現役の役人の皆さんをてこずらせていると

いう人もいるんです。少なくとも補助金を統合化

していこうということを明確に打ち出して、一級

河川の補助部分をどこでやるかなんて本当はわか

らないじゃないか、もうそれは任せていけばいい

という OB の人もいて、やや芽が出ています。

全く全否定ではないということです。とにかく、

ここに書いてある公共事業関係の補助金が特にそ

うですが、直轄関連であるとかパイロット的な事

業とか急を要する事業に補助金を限定しますとい

うことを我々が書かせたわけですから、今更その

手形を落とさないという不信行為はしないだろう

ということです。それともう一つは、補助金の交

付要綱の決定までは本省の仕事だけれども、個別

の交付決定事務は実施事務だと言っています。こ

れは、先ほど言ったように、橋本総理も強い信念

をもっているのですが、地方支分部局に個別のこ

とをやらせるということで、少なくとも今の状況

を改革しようということまでは、自民党の中でも

通っています。実施段階になってきて、また反逆

もあるかもしれませんが。

　それからタイミングの問題ですが、今言ったよ

うなことであれば 2001 年ということになると思

います。ただ補助金の限定が、どこまでうまくい

くかについては、地方団体そのものも改革を要し

ますから、これについては 2001 年までにできる

かどうかは、ちょっと覚束ない点もあるというの

が現況かと思います。

（安藤）情報公開法の制定に関して、自由民主党

がどのくらい本気かをお伺いしたいのですが、実

は私、強くご批判なさったマスコミ出身で、柳沢

さんがコピー取りを卒業したころに、財研という

悪名高い記者クラブに蟠踞しておりまして、その

反省から情報公開法の制定の市民運動をしてまい

りましたが、終始一貫、自民党は、これを傍観し

てきたように思います。法の目的を行政に対する

参加と監視であると書いた言葉が、役人の作業の

中で、国民の的確な理解と批判という違う言葉に

なってしまいましたが、これも自由民主党は傍観

していたと思います。この公約の中では、法案の

策定と国会提出が実績として書かれていますが、

これを通すという意気込みが感じられない。自由

民主党もいつのまにか 263 人までずるずると増

えており、法案を通すためには自由民主党に期待

するしかないわけです。ですから、どれくらい本

気でおられるか聞きたいと思います。

（柳沢）この件は、実績を忠実に描写したという

ことですので、現況は提出をして継続審議になっ

たということを書いているわけで、それを何か自

民党の意図を何か表現しているということでは全

くありません。

自民党全体の情報公開法に関する考え方です

けれども、経緯的に言っても、行政改革委員会の

方でやってはくれたんですが、もともとさきがけ

が提唱をして、手がけられたということもありま

して、その行きがかりもやや反映しているかと思

います。政党も人間がやることですから、人の手

柄に骨を折るということも、という程度に見てい

ただければいいと思います。我々が情報公開法に

消極的だということでもありません。何かことを

荒立てて、あんなものを止めるべきだという議員

が目立つかといえば、私の目にはそういう動きは

とまりませんから、反対だとか消極だとかいうこ

とはないと思います。

むしろ、今度国会法が改正されまして、予備

的調査ができるようになりました。つまりある法

案がかかる時に、いくつかの法案がらみの事項に

ついて政府側に問いただす手段はあります。これ

は質問趣旨書であるとか、議会の質疑応答だとか

いろいろあるわけですけれども、それに加えて議

員が 40 人集まると予備的調査ができるようにな

って、今度私、第一号として厚生委員長でエイズ

予防法制定の経緯の予備的調査をやりました。そ

のときに、私の経験で驚いたことは何かというと、

彼らが考えている「組織的に作られた文書」とわ

れわれが考えているものとに大きなギャップがあ
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るということです。

たとえば、郡司ファイルですが、あのファイ

ルのようなものはどう考えても個人の覚えのため

のファイルです。しかし、ああいうものも公開法

の対象にいれるために、「組織的につくられた文

書」という言葉を入れたのです。今、霞ヶ関でど

ういう文書を組織的につくられた文書にするかと

いうことが検討されるようですが、少なくとも郡

司ファイルのようなものを、これに入れるという

ことを全く考えていません。私、これは本当に、

結論がどうなるかはともかく、驚くべきことだと

思います。

私は、逆にいろいろなことを心配したんです。

君らね、郡司ファイルのようなものまで公開法の

対象になるとしたら、仕事をどうやってやるんだ

と。文書つくれば、会議をするときにまとめに必

要なものも組織的につくられた文書ということに

なれば、これはどうしようもなくなるということ

を心配しまして、どうやって仕事をするのかとい

うことに関心をもっていたのです。今度予備的調

査をやるときに、この範囲を決めるにあたっての

相談に乗るときの応酬で、私びっくりしましたね。

郡司ファイルのようなものは入らないということ

ですから。ではどんなものが入るのかといえば、

局議の資料とかそういうものなんですね。課長と

か課長補佐が適当につくった文書で最初に叩きま

すね。そんなたぐいです。いろいろな仕事をする

ときの仕事ぶりというのは、係長さんがいろいろ

と事実を知っている。しかし、この文書は組織的

な文書ではないんです。そういうむしろ組織的に

つくられた文書というのを非常に局限化していく、

場合によっては、安藤さんがけしからんと何か書

かれて郡司ファイルみたいなものを入れようと思

っても、連中はパソコンでやってすぐ消しちゃう

と思いますね。そこのところで逆に、私は霞ヶ関

の仕事ができなくなるんじゃないかということで、

先輩の端くれとして心配したんですけれども、そ

ういうことを全く懸念していない今の霞ヶ関とい

うのは、あの立法の経緯をどう考えているのだろ

うと、むしろそのことに関心を持っています。党

の対応について別に懸念を持っているということ

はありません。立法の経緯上、自民党がファイト

を燃やさないというのは立法の経緯上、ある意味

では当たり前の今の反応ではないかと思います。

　特殊法人は何でいれなかったかわかりませんが、

特殊法人というのもめちゃくちゃな概念で、共済

組合連合会も入っているんですよね。やって悪い

ということではないけれども、あそこは別に政策

をやっているところではないですね。政策代行の

機関ではなく、互助の機関です。そんなものも概

念上は特殊法人になっているので、むしろ特殊法

人という概念をもっと整理しないと混乱しますね

ということだと私は思っています。

（伊庭野）何か自民党が社会正義の旗手になった

ようですが、この間までもめていた斡旋利得罪に

徹底して反発した自民党が、こういうことをもし

総務会でこれがきちっと通ってきたものだとすれ

ば、公約というのはあまりにも軽いものではない

かと思いますが。

（柳沢）これは総務会を通りました。非常に私は

心配をしていました。しかし、事前に政調会も政

審も通っています。その政審では大分議論もしま

した。そういうものです。ですから、軽いか重い

かといわれると私も返答に窮しますけれども、し

かし、同時に私が申し上げたのは、一番最後の件

で、本当に今やっている人が、きちっと認識して

いるでしょうか。私は党で下働きをしている人間

ですが、最高責任者は本当に信念を持っているで

しょうか。本当に、国の改造のために、止むに止

まれぬ情熱を持っているのでしょうか。そこがむ

しろ問題だと、私は思います。書いてあることは

公式文書ですから、私達逃げも隠れもしませんけ

れども、これを本当にやりきるか、やりきれない

か。もちろん、公約の中にはやり切れないものが

いっぱいあるわけですが、やり切るかやり切れな

いか、我々はこれを武器にして、霞ヶ関を襲いか

かっていこうとしてますよ。しかし推進体制とい

うか推進体制のさらに奥にある、そういった心の

態度が備わるか備わらないかが問題だという指摘

をしたということです。■



- 18 -

社団法人行革国民会議

　９８年度の事業計画及び予算

　さる６月２６日、開催されました第１８回総会において、下記の通り、９８年度予算が決定され、また、役員が選出され

ましたので、ご報告いたします。

１９９８年度行革国民会議活動計画

1998年 6月 24日

(社)行革国民会議

　行革が一種の閉塞状況に陥っている現在、一番求めら

れているのは新しい改革ビジョンです。国民会議として

は、当面の課題は課題として処理しながら、当面の作業

が一段落する２００１年～３年のあとについての明確な

改革構想を打ち立てることを主眼として活動を行います。

　①　基礎的研究の充実

　新しい改革構想は骨太でなければいけませんが、一方、

単なる空想でも意味がありません。実務家からの点検に

も耐えられるような具体的なシステム構築が必要です。

そのためには、研究者と実務家とが出会う場を設定し、

基礎的な研究を充実させ、改革案の土台をしっかりさせ

ることに力を注ぎます。

　とくに連邦制に移行するための税・財政の研究に力を

注ぎます。

　②　地域活動の強化

　国民会議には各地で活躍されている人々が会員として

参加されていますが、今後、地方分権の流れを定着させ

ていくためにも、地域の人々との連携をさらに強化し、

地域からの改革の動きが一層強まるように、その触媒的

役割を強めていきます。さらに、パイロット自治体会議

を核として、先導的自治体関係者による改革の流れも促

進します。

　③　市民団体との共通の場の設定

　行革国民会議は９７年５月、さまざまな市民団体や経

済団体の協力を得て、市民立法機構を発足させました。

まだ発足後１年しか経っていませんが、これまで接触の

薄かった多くの市民団体との政策協議の場ができたこと

は重要です。今後、さらにこの機構の活動を支え、具体

的な政策提言を試みていく予定です。

　また、国際的な交流も、インターネットなど新たな情

報通信チャネルの活用も含めて、試みていく予定です。

１　事業計画

（１）　諸団体、諸グループとの連携強化

　　　９７年５月に発足した市民立法機構を中心に各種

　　の市民団体、研究組織、労働界、経済界、自治体な

　　どとの連絡を密にして、具体的な改革案をまとめ、

　　その実現に努める。

　　　パイロット自治体会議を改組・強化して、自治体

　　からの政策提言を行う。

（２）　調査研究の実施

　　　諸団体、諸グループとの連携を図るにあたり、国

　　民会議としてのオリジナルな意見をもつため、研究

　　会を組織し、調査研究を行なう。

　Ａ　行革の進捗状況の点検と所見の発表（継続）

　　　民間版行革白書を作成し、過去１年間の行革の進

　　捗状況について点検し、所見を８月初めに発表する。

　　　なお、８７年１１月より開始した行革関連記事デ

　　ータベースの作成に引続き取組むとともに、そのア

　　ウトプットである年表の作成・活用について工夫す

　　る。

　Ｂ　連邦制の研究（継続）

　　　新たな改革構想の基本に連邦制への移行を据え、

　　そのための具体的な検討、とくに税・財政の分権化

　　の検討を進める。

　Ｃ　規制緩和の進捗状況調査（新規）

　　　これまでの規制緩和の成果を生活者の立場から総

　　括し、今後の課題を明らかにする。

　Ｄ　地域資本市場・金融市場の研究（新規）

　　　郵貯の自主運用を念頭に置きながら、地域経済の

　　活性化のための資本市場・金融市場の育成・活用方

　　法について、研究する。

　Ｅ　男女共働社会実現のための税制・社会保障制度の

　　研究（継続）

　　　男女の別なく共に働いて社会を支えていくための

　　税・年金などの具体的な制度改革案を研究し、実現

　　を目指す。

　Ｆ　その他

（３）　シンポジウム、公開討論会の開催

　　　その時々の重要課題や長期的課題をとりあげ、毎

　　月会員懇談会を開催し、会員間の意見交換を積極的

　　に行なう。
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（４）　地方主権フォーラムの開催

　　　地方主権フォーラムの開催を再開し、地域からの

　　発言力を高める。

（５）　パイロット自治体会議の改組

　　　パイロット自治体会議を改組・強化し、市町村か

　　らの政策提案の場とする。

（６）　改革の進展状況の監視

　　　省庁再編、地方分権、規制緩和などについての国

　　会・行政の活動を監視し、必要に応じて意見を述べ

　　る。

（７）　会員組織の充実強化

　　　個人会員とは常時連絡をとりあうとともに、維持

　　会員の関連部課と意見・情報交換を行なう。

（８）　会報の発行

　　　CITIZENS FORUM for RENEWAL(行革国民会議ニュー

　　ス)を月刊で発行するとともに、その内容の刷新を図

　　る。

（９）　インターネットでホームページ開設

　　　インターネット上にホームページを開設し、情報

　　の発信・受信機能を高める。

２　収支予算

（１）収入の部  　　                                              （単位：円）

　　科　　目　　  　 　９７年度予算　　      　決算予想　    ９８年度予算案

　　会費収入           　29,100,000          24,988,000          25,100,000

　　　正会員会費          1,100,000             888,000           1,000,000

　　　維持会員会費       28,000,000          24,100,000          24,100,000

　　事業収入              7,000,000           6,343,098           8,000,000

　　　受託費              7,000,000           6,343,098           8,000,000

　　寄付金収入            　      0           3,168,817                   0

　　繰越金収入        　     88,559           1.053,723           1,515,656

　　利息収入            　        0               5,322                   0

　　雑収入                　      0              75,000                   0

　　収入合計　       　  36,188,559          35,633,970          34,615,656

　　　　　　　　　　     　             　　

（２）支出の部               

　　科　　目　　 　　  ９７年度予算　　        決算予想　　　９８年度予算案

　　事業費           　  13,400,000    　　　11,891,635　　　    12,460,000

　　　会議費            　1,500,000           1,275,914           1,330,000

　　　　シンポ開催    　    500,000             613,256             620,000

　　　　総会・理事会

          ・運営委員会      500,000             409,560             410,000

　　　　連絡会  　      　  500,000             253,098             300,000

　　　研究調査費       　 8,600,000           8,246,816           8,550,000

        研究調査    　    5,300,000           5,000,416           5,300,000

　　　　データ入力    　  3,300,000           3,246,406           3,250,000

　　　会報発行費      　  1,000,000             877,809             880,000

　　　資料購入費        　  300,000             279,096             400,000

      市民立法機構協力費  2,000,000           1,212,000           1,300,000

　　管理費             　22,650,000          21,926,679          22,090,000

　　　事務所経費          5,300,000           4,962,360           5,000,000

　　　人件費           　17,000,000          16,885,815          17,000,000

　　　什器・備品            200,000              47,040              50,000

　　　雑費                  150,000              31,464              40,000

　　特定預金支出                  0                   0                   0

　　予備費            　    100,000                   0              60,000

　　会費未収処理        　        0             300,000                   0

　　次期繰越金            　 38,559           1,515,656               5,656

　　支出合計           　36,188,559          35,633,970          34,615,656
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社団法人行革国民会議

役員名簿

１９９８年７月１日現在

代表　恒松　制治　　前獨協大学学長

理事　阿島　征夫　　金属労協事務局長

　　　井上　義國　　ダイキン工業特別顧問

　　　今井　　敬　　経済団体連合会会長

　　　牛尾　治朗　　経済同友会代表幹事

　　　小倉　昌男　　ヤマト福祉財団理事長

　　　加藤　　寛　　慶応義塾大学名誉教授

　　　亀井　正夫　　住友電気工業相談役

　　　河内山大作　　化学エネルギー鉱山労協議長

　　　鈴木　良男　　旭リサーチセンター社長

　　　高木　　剛　　ゼンセン同盟会長

　　　得本　輝人　　自動車総連会長

　　　宮内　義彦　　オリックス社長

　　　宮田　義二　　松下政経塾塾長

　　　吉井　眞之　　造船重機労連委員長

　　　鷲尾　悦也　　連合会長

理事・事務局長

　　　並河　信乃　　行革フォーラム代表

監事　内田　公三　　経済団体連合会事務総長

　　　笹森　　清　　連合事務局長

顧問　宇佐美忠信　　富士社会教育センター理事長

　　　斎藤英四郎　　経済団体連合会名誉会長

　　　山同　陽一　　元旭リサーチセンター相談役

　　　豊田章一郎　　経済団体連合会名誉会長

　　　平岩　外四　　経済団体連合会名誉会長

《事務局より》

１　参議院選挙の結果、橋本内閣の退陣・小渕内閣の誕生と、予想もしない動きとなりました。これで、

悪いことはすべて橋本内閣のせいにして、新内閣はフリーハンドを得たことになるのでしょう。しかし、

橋本内閣の政策のうち、なにを捨てなにを継承するのか、しっかりと見定めておく必要があると思います。

２　今回の内閣交代で、まず思ったことは、「大蔵省は、また、内閣をつぶしたか」ということです。

次々と馬を乗りつぶして、自らは生き延びていく。これまでも何度も経験したことです。もちろん、まず

はそうした策に乗った政治家が責任をかぶるのは当然ですが、官僚の政治責任についても、なにか検討す

べきだとも思われます。

３　７月一杯は恒例の年表作成作業にかかりっきりのため、ニュースの発行が遅れまして申し訳ありませ

んでした。また、前号に途中まで掲載した「課題先送りの中央省庁再編　―国会議事録の点検―」の続

きは、時間とスペースの関係で、次号回しにいたします。
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